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(57)【要約】
【課題】視野検査において被検者や検査者の負担を軽く
し、検査時間を短くして検査効率を上げる。
【解決手段】本発明に係る視野計１は、表示される個々
の視標に関連づけて被検者の固視状態を個別に判定する
固視状態判定手段５を備えており、該固視状態判定手段
５は、視標が表示される度に　個別に　固視状態を判定
するようになっている。したがって、固視状態の不良が
判定されたとしても、その視標が呈示されたポイントに
つき再検査等を行えば良いので、従来のように検査全体
を最初からやり直す場合に比べて、被検者や検査者の負
担は軽くて済み、検査時間も短くて済み、検査効率を上
げることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　被検者に所定の固視点を固視させた状態で視野を測定するように構成された視野計に
おいて、
　　被検者の視野中の様々な位置に所定の輝度で順次視標を表示する視標表示手段と、
　　表示される視標を視認した被検者により操作される操作手段と、
　　前記視標表示手段及び前記操作手段からの信号に基づき被検者の視野を判定する視野
判定手段と、
　　表示される個々の視標に関連付けて被検者の固視状態を個別に判定する固視状態判定
手段と、
　　を備えたことを特徴とする視野計。
【請求項２】
　　前記固視状態判定手段は、
　　被検者の固視状態を検知する固視状態検知部と、
　　固視状態の判定のための判定基準を出力する判定基準出力部と、
　　前記固視状態検知部及び前記判定基準出力部からの信号を比較することにより固視状
態を判定する比較判定部と、
　　前記視標表示手段及び前記比較判定部からの信号に基づき、表示される個々の視標に
関連付けた判定結果を出力する判定結果出力部と、
　　により構成されたことを特徴とする請求項１に記載の視野計。
【請求項３】
　　前記固視状態検知部は、被検者の前眼部を撮影して連続的な画像を取得する撮影部と
、該撮影部が取得した画像を処理して被検者の瞳孔を抽出すると共にその瞳孔中心を求め
る画像処理部とにより構成され、
　　前記比較判定部は、該画像処理部が算出した瞳孔中心を前記判定基準と比較すること
により固視状態の判定を行う、
　　ことを特徴とする請求項２に記載の視野計。
【請求項４】
　　表示される個々の視標に関連付けた視野判定結果、並びに表示される個々の視標に関
連付けた固視状態判定結果を表示するモニター手段、
　　を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の視野計。
【請求項５】
　　前記固視状態判定手段により“固視不良有り”と判定された測定ポイントにつき、前
記視標表示手段を制御して再度視標を呈示させる判定処理手段、
　　を備えたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の視野計。
【請求項６】
　　前記固視状態判定手段により“固視不良有り”“固視不良疑い有り”及び“固視不良
無し”と判定された測定ポイントにつき、前記視標表示手段を制御して盲点刺激による固
視不良検出を行う判定処理手段、を備え、
　　“固視不良有り”と判定された測定ポイントについては必ず盲点刺激を行い、
　　“固視不良疑い有り”と判定された測定ポイントについては、第１の確率で盲点刺激
を行い、
　　“固視不良無し”と判定された測定ポイントについては、第２の確率（但し、０≦第
２の確率＜第１の確率）で盲点刺激を行う、
　　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の視野計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、被検者に所定の固視点を固視させた状態で視野を測定するように構成され
た視野計に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　　緑内障や糖尿病網膜症といった眼の病気に掛かった場合は視野が狭くなったり欠けた
りするということは知られている。そこで、そのような病気を発見するための装置として
、様々な構造の視野計が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　　図７は、従来の視野計の構造の一例を示す模式図であり、図中の符号１００は、視標
Ａを投影するための投影光学系を示し、符号１０１は、視標が投影される半球状の視野ド
ームを示し、符号１０３は、被検者により操作される応答スイッチを示す。いま、被検者
が視野ドーム１０１の内面の固視標（視野中心に配置した視標）を固視している状態で視
野検査を実施すると、投影光学系１００は視野ドーム１０１の様々な位置に視標Ａを順次
表示して行く。被検者は、視標Ａを認識した場合に応答スイッチ１０３を操作し、視標Ａ
を認識できなかった場合には応答スイッチ１０３を操作しないが、それらの結果に基づき
被検者の視野を測定することができる。
【０００４】
　　ところで、かかる視野測定を正確に行うには、被検者が固視標を正しく固視している
ことが重要となる。特に、高齢者や、眼疾患を有する人は、検査の間中ずっと固視標を固
視し続けることが困難な場合もあり、正確な視野測定を行うには、被検者が固視標を正し
く固視しているか否かを判定する必要がある。
【０００５】
　　そこで、被検者の固視状況を判定するための装置としては、種々の構造のものが提案
されている（例えば、特許文献２及び３参照）。
【０００６】
　　例えば、被検者の眼底に赤外光を投射し、該眼底から反射される赤外光の光量変化に
よって、被検者が眼を動かしたかどうかを判定する装置が提案されている（例えば、特許
文献２参照）。
【０００７】
　　また、被検眼の盲点に対応する位置に所定のタイミングで視標（盲点位置視標）を呈
示し、
・　被検者が該盲点位置視標を認知できない場合には該被検者は正しく固視標を固視して
いると判断し、
・　被検者が該盲点位置視標を認知した場合には該被検者は正しく固視標を固視していな
いと判断する
ような装置も提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００２－２７２６８５号公報
【特許文献２】特公昭６２－９３３０号公報
【特許文献３】特公平４－３２１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　　しかしながら、従来装置の場合、　被検者が固視標を固視していない確率がある一定
以上であると、その視野検査結果における検査ポイント全ての信頼性が低いとして、最初
から視野測定をやり直さなければならず、被検者や検査者に相当の負担を強いることとな
り、検査時間も長くなってしまう等の問題があった。
【０００９】
　　本発明は、上述の問題を解消することのできる視野計を提供することを目的とするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　　請求項１に係る発明は、図１及び図２に例示するものであって、被検者に所定の固視
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点を固視させた状態で視野を測定するように構成された視野計（１）において、
　　被検者の視野中の様々な位置に所定の輝度で順次視標（Ａ）を表示する視標表示手段
（２）と、
　　表示される視標（Ａ）を視認した被検者により操作される操作手段（３）と、
　　前記視標表示手段（２）及び前記操作手段（３）からの信号に基づき被検者の視野を
判定する視野判定手段（４）と、
　　表示される個々の視標（Ａ）に関連付けて被検者の固視状態を個別に判定する固視状
態判定手段（５）と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、前記固視状態判定手段（５）
が、
　　被検者の固視状態を検知する固視状態検知部（５１）と、
　　固視状態の判定のための判定基準を出力する判定基準出力部（５２）と、
　　前記固視状態検知部（５１）及び前記判定基準出力部（５２）からの信号を比較する
ことにより固視状態を判定する比較判定部（５３）と、
　　前記視標表示手段（２）及び前記比較判定部（５３）からの信号に基づき、表示され
る個々の視標（Ａ）に関連付けた判定結果を出力する判定結果出力部（５４）と、により
構成されたことを特徴とする。
【００１２】
　　請求項３に係る発明は、請求項２に係る発明において、前記固視状態検知部（５１）
が、被検者の前眼部を撮影して連続的な画像を取得する撮影部（不図示）と、該撮影部が
取得した画像を処理して被検者の瞳孔を抽出すると共にその瞳孔中心を求める画像処理部
（不図示）とにより構成され、
　　前記比較判定部（５３）が、該画像処理部が算出した瞳孔中心を前記判定基準と比較
することにより固視状態の判定を行うことを特徴とする。
【００１３】
　　請求項４に係る発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発明において、表示
される個々の視標（Ａ）に関連付けた視野判定結果、並びに表示される個々の視標（Ａ）
に関連付けた固視状態判定結果を表示するモニター手段（７）、を備えたことを特徴とす
る。
【００１４】
　　請求項５に係る発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の発明において、前記
固視状態判定手段（５）により“固視不良有り”と判定された測定ポイントにつき、前記
視標表示手段（２）を制御して再度視標（Ａ）を呈示させる判定処理手段（６）、を備え
たことを特徴とする。
【００１５】
　　請求項６に係る発明は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の発明において、前記
固視状態判定手段（５）により“固視不良有り”“固視不良疑い有り”及び“固視不良無
し”と判定された測定ポイントにつき、前記視標表示手段（２）を制御して盲点刺激によ
る固視不良検出を行う判定処理手段（６）、を備え、
　　“固視不良有り”と判定された測定ポイントについては必ず盲点刺激を行い、
　　“固視不良疑い有り”と判定された測定ポイントについては、第１の確率で盲点刺激
を行い、
　　“固視不良無し”と判定された測定ポイントについては、第２の確率（但し、０≦第
２の確率＜第１の確率）で盲点刺激を行う、ことを特徴とする。
【００１６】
　　なお、括弧内の番号などは、図面における対応する要素を示す便宜的なものであり、
従って、本記述は図面上の記載に限定拘束されるものではない。
【発明の効果】
【００１７】
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　　請求項１乃至６に係る発明によれば、視野検査全体に対して固視状態の良否が判定さ
れるのではなく、表示される個々の視標に関連付けて、視標毎に個別に固視状態の良否が
判定される。つまり、信頼性の高い測定ポイントと、信頼性の低い測定ポイントを区別で
きる。したがって、固視状態の不良が判定されたとしても、その視標が呈示されたポイン
トにつき再検査等を行えば良いので、従来のように検査全体を最初からやり直す場合に比
べて被検者や検査者の負担は軽くて済み、検査時間も短くて済み、検査効率が良くなると
いう効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　　以下、図１乃至図６に沿って、本発明を実施するための最良の形態について説明する
。なお、図１は、本発明に係る視野計の構成の一例を示すブロック図であり、図２は、本
発明に係る視野計に使用される視標表示手段の構成の一例を示す模式図であり、図３(a) 
は、瞳孔の中心位置によって固視不良有り／無しの判定を行う様子を説明するための模式
図であり、図３(b) は、瞳孔の中心位置によって固視不良有り／固視不良疑い有り／固視
不良無しの判定を行う様子を説明するための模式図である。また、図４は、モニター手段
による表示の一例を示す模式図であり、図５は、眼球回転中心位置のキャリブレーション
を説明するための模式図であり、図６は、閾値検査において固視状態判定の対象を説明す
るための模式図である。
【００１９】
　　本発明に係る視野計は、例えば、図１に符号１で例示するものであって、被検者に所
定の固視点（例えば、視野ドームの中心点）を固視させた状態で視野を測定するように構
成されている。この視野計１は、被検者の視野中の様々な位置に所定の輝度で順次視標を
表示する視標表示手段２を備えている。この視標表示手段２には、図２に例示するような
構成のものを用いるとよい（詳細は後述する）。
【００２０】
　　そして、この視野計１にはプッシュスイッチ等の操作手段３が設けられていて、表示
される視標Ａを視認した際に被検者が該操作手段３を操作できるように構成されている。
【００２１】
　　また、本発明に係る視野計１は、前記視標表示手段２及び前記操作手段３からの信号
に基づき被検者の視野を判定する視野判定手段４を備えている。そして、この視野判定手
段４は、視野検査の種類（スクリーニング検査や閾値検査やイソプター検査など）に応じ
た判定を行うように構成されている。
【００２２】
　　一方、本発明に係る視野計１は、表示される個々の視標に関連付けて被検者の固視状
態を個別に判定する固視状態判定手段５を備えており、該固視状態判定手段５は、視標が
表示される度に　個別に　固視状態を判定するように構成されている。具体的には、この
固視状態判定手段５は、
・　被検者の固視状態を検知する固視状態検知部５１と、
・　固視状態の判定のための判定基準を出力する判定基準出力部５２と、
・　前記固視状態検知部５１及び前記判定基準出力部５２からの信号を比較することによ
り固視状態を判定する比較判定部５３と、
・　前記視標表示手段２及び前記比較判定部５３からの信号に基づき、表示される個々の
視標に関連付けた判定結果を出力する判定結果出力部５４と、
により構成すると良い。
【００２３】
　　ここで、前記固視状態検知部５１は、被検者の前眼部を撮影して連続的な画像を取得
する撮影部（例えば、赤外ＣＣＤ）にて構成すると良い。また、該固視状態検知部５１は
、前記撮影部の他に、該撮影部が取得した画像を処理して被検者の瞳孔を抽出すると共に
その瞳孔中心を求める画像処理部を備えていても良い。その場合の固視状態の判定につい
ては、図３を用いて後述する。さらには、該固視状態検知部５１は、前記撮影部及び前記
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画像処理部の他に、基準位置（つまり、被検者が固視標を正確に固視している場合の瞳孔
中心位置）に対する瞳孔中心のズレ量を算出するズレ量算出部を備えていても良い。その
場合の固視状態の判定は、該算出したズレ量が判定基準（基準ズレ量）内かどうかで判定
すれば良い。なお、このような固視状態検知部５１による検知は、前記視標表示手段２に
よって視標を表示する前に（１つ１つの視標を表示する前に、個別に、の意）行うと良い
。また、前記画像処理部による瞳孔中心の算出は、１つの視標表示に対し、１回ではなく
複数回行い、その平均値を算出するようにすると良い。
【００２４】
　　なお、上述の判定基準出力部５２が１つの判定基準を出力するものであれば、上述の
比較判定部５３は、
・　前記固視状態検知部５１の検知結果が該判定基準を超えた場合には“固視不良有り”
との判定をし、
・　前記固視状態検知部５１の検知結果が該判定基準を超えなかった場合には“固視不良
無し”との判定をする
ように構成すれば良い。図３(a) は、瞳孔の中心位置（つまり、上述の画像処理部によっ
て算出した瞳孔中心の位置）によって固視不良有り／無しの判定を行う様子を説明するた
めの模式図であり、符号ＲＶ０は、前記判定基準出力部５２が出力する判定基準を示し、
符号Ｏは、基準位置（つまり、被検者が固視標を正確に固視している場合の瞳孔中心位置
）を示す。前記算出した瞳孔中心がこの判定基準ＲＶ０の内側にあれば“判定不良無し”
と判定し、判定基準ＲＶ０の外側にあれば“判定不良有り”の判定するようにすると良い
。しかしながら、このような判定を行う場合、
（イ）　“固視不良有り”とすべきものが“固視不良無し”と判定されてしまうと不良デ
ータが測定データとして使用されて測定精度が悪くなってしまい、
（ロ）　逆に、“固視不良無し”とすべきものが“固視不良有り”と判定されてしまうと
、有効な測定データが利用されずに破棄されてしまう
等の問題が生ずる。このような問題を回避するには、前記固視状態検知部５１による検知
を正確に行うことが前提となる。
【００２５】
　　そこで、上述の（イ）（ロ）の問題を回避するには、前記判定基準出力部５２が判定
基準を１つではなく２つ（以下、“第１の判定基準、第２の判定基準（但し、第１の判定
基準＞第２の判定基準）”とする）出力するようにすると良い。図３(b) は、瞳孔の中心
位置（つまり、上述の画像処理部によって算出した瞳孔中心の位置）によって固視不良有
り／固視不良疑い有り／固視不良無しの判定を行う様子を説明するための模式図であり、
符号ＲＶ１は第１の判定基準を示し、符号ＲＶ２は第２の判定基準を示す。この場合、前
記比較判定部５３は、
・　前記固視状態検知部５１による検知結果が第１の判定基準以上の場合（つまり、算出
した瞳孔中心が第１の判定基準ＲＶ１の外側にある場合）には“固視不良有り”の判定を
し、
・　前記固視状態検知部５１による検知結果が第１の判定基準と第２の判定基準との間に
ある場合（つまり、算出した瞳孔中心が第１の判定基準ＲＶ１と第２の判定基準ＲＶ２と
の間にある場合）には“固視不良の疑い有り”の判定をし、
・　前記固視状態検知部５１による検知結果が第２の判定基準以下の場合（つまり、算出
した瞳孔中心が第２の判定基準ＲＶ２の内側にある場合）には“固視不良無し”の判定を
する
ようにすると良い。このような判定をした場合には、前記固視状態検知部５１による検知
精度が多少悪くても、“固視不良有り”“固視不良無し”とすべきものが“固視不良の疑
い有り”とされるだけであって、
・　“固視不良有り”とすべきものが“固視不良無し”とされたり、
・　“固視不良無し”とすべきものが“固視不良有り”とされたり
することはほとんどなく、上述のような（イ）（ロ）の問題を回避することができる。な
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お、図３(b) では判定基準は２つとしたが、判定基準が３つ以上の場合を本発明の範囲か
ら除外するものでは無い。
【００２６】
　　また、本発明に係る視野計１には、前記固視状態判定手段５の判定結果に基づき所定
の処理を行う判定処理手段６を設けておくと良い。該判定処理手段６による処理としては
、
（１）　“固視不良有り”と判定した場合に行う盲点刺激による固視不良検出や、
（２）　視標に関連付けた視野判定結果と共に、視標に関連付けた固視状態判定結果を表
示するという処理や、
（３）　固視不良を補正して検査指標を呈示する処理
（４）　固視不良として判定された測定ポイントに対して、再度視標を呈示することによ
り検査をやり直す処理
などを挙げることができる。
【００２７】
　　なお、上述のように判定基準を２つ設ける場合（つまり、該２つの判定基準を使って
、各測定ポイントにつき“固視不良有り”“固視不良の疑い有り”“固視不良無し”の３
段階のいずれかの判定を前記固視状態判定手段５が行う場合）であって、上記（１）の盲
点刺激を行う場合には、判定処理手段６が前記視標表示手段２を制御して次のような盲点
刺激による固視不良検出を行うようにしても良い。すなわち、
・　“固視不良有り”と判定された測定ポイントについては必ず盲点刺激を行う。
・　“固視不良の疑い有り”と判定された測定ポイントについては、第１の確率(例えば1
/10の確率)で盲点刺激を行う。
・　“固視不良無し”と判定された測定ポイントについては、前記第１の確率よりもかな
り低い第２の確率（但し、０≦第２の確率＜第１の確率であり、例えば1/30の確率）で盲
点刺激を行う。なお、このように“固視不良無し”と判定された場合には盲点刺激を行わ
ないようにしても良い。
【００２８】
　　一方、上述の（２）の処理を行う場合、本発明に係る視野計１には判定処理手段６に
より制御されるモニター手段７を設けておいて、該モニター手段７には、
・　視標Ａ（前記視標表示手段２により表示される個々の視標Ａ）に関連付けた視野判定
結果と、
・　該視標Ａ（前記視標表示手段２により表示される個々の視標Ａ）に関連付けた固視状
態判定結果
とが表示されるようにすると良い。図４は、その表示の一例を示す図であり、図中の２桁
の数字は、閾値検査における各測定ポイントの測定結果（つまり、個々の視標Ａに関連付
けた視野判定結果）を示し、“２７”を囲む四角の記号は“固視不良有り”を示す指標で
あり、“３２”に引かれた二重下線は“固視不良疑い有り”を示す指標である。なお、こ
のように判定基準を２つ設ける場合（つまり、該２つの判定基準を使って“固視不良有り
”“固視不良の疑い有り”“固視不良無し”の３段階の判定を行う場合）には、“固視不
良有り”の場合の指標と、“固視不良疑い有り”の場合の指標とをモニター手段７に表示
することで、より情報量が多くすることができる。
【００２９】
　　また、上述の（３）の処理を行う場合、前記固視状態判定手段５により“固視不良有
り”と判定された場合には、前記判定処理手段６が前記視標表示手段２を制御し、そのと
きの被検眼の見ている座標を固視標の座標であるとみなし（みなしの固視座標）、そのみ
なしの固視座標から相対的に固視不良なしとなる座標へ視標を呈示し、自動的に固視不良
を補正するとよい。
【００３０】
　　さらに、上述の（４）の処理を行なう場合、前記固視状態判定手段５により“固視不
良有り”と判定された場合には、前記判定処理手段６が前記視標表示手段２を制御し、“
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固視不良有り”と判定された測定ポイントに再度視標を呈示し、そのポイントの検査をや
り直すようにすると良い。そのように視標を再度呈示するタイミングは、全ての測定ポイ
ントについての検査が終了した後であってもよいし、検査途中の適当なタイミング（つま
り、全ての測定ポイントについての検査が終了する前で、まだ検査すべき測定ポイントが
残っている時点）であってもよい。なお、上述のように判定基準を３つ以上にする場合に
は、上記（１）～（４）の処理は、その判定基準の数に応じて適宜変更すると良い。
【００３１】
　　なお、本発明に係る視野計１を用いて閾値検査を行う場合には、各測定ポイントにつ
いて、輝度を変えつつ視標を複数回呈示し、被検者からの応答の有無によって閾値を求め
る必要があるが、その場合、どの刺激（視標呈示）を“固視不良有り”若しくは“固視不
良疑い有り”の表示対象とするかを考える必要がある。もし、“固視良好、応答有り”→
“固視不良、応答有り”→“固視良好、応答有り”であれば、最後の“固視良好、応答有
り”により２番目の固視不良は無視して良いことになる（上記例において全ての応答が応
答無しでも同様）。すなわち、“応答有り（若しくは応答無し）”が連続している場合は
、その応答状態（応答有り、もしくは応答なし）の最後の固視状態を対象とする。また、
視野検査における一般的な閾値決定アルゴリズムでは、図６に示すように、“応答有り”
→“応答無し”→“応答有り”で閾値が決定されるため（図中の“○”は応答有りを意味
し、“×”は応答無しを意味する。）、最終刺激と、ひとつ前の刺激は必ず応答なしと応
答有りのふたつの状態となるため、閾値が決定された最終刺激、及びひとつ前の刺激まで
を対象とすれば良いことになる。
【００３２】
　　なお、上述の視野検査を行う前には、特開２００８－３６２９７号公報に開示された
方法で盲点の位置の決定を行うと良い。また、図３(a) (b) に符号Ｏで示したような基準
位置（つまり、被検者が固視標を正確に固視している場合の瞳孔中心位置）は、盲点の位
置の決定後に算出しておくと良い。具体的には、瞳孔中心位置をサンプリングして平均値
を算出し、該平均値を前記基準位置とすると良い。
【００３３】
　　ところで、眼球回転中心位置には個人個人でバラツキがあるので、眼球回転中心位置
のバラツキに起因する測定誤差を排除するため、以下の手順で、角度のキャリブレーショ
ンを行うようにすると良い。すなわち、
・　視野ドームの規定位置（検出したい角度と一致した方が良い）に視標を呈示し、該視
標を見るように被検者に促す（図５(a) 参照）。
・　上下左右など、位置を変えて視標を数回呈示する。
・　視標を呈示している間に瞳孔中心位置座標をサンプリングする。
・　実際に視標を呈示した角度と、算出された座標から、ＣＣＤの座標に対する角度の係
数を算出する（図５(b) 参照）。
【００３４】
　　なお、固視不良とする判定基準としては、以下のものが考えられる。
（ａ）　盲点の平均的な大きさは約５°であることから、±２°を基準にする場合
（ｂ）　視野検査前に被検者自身の盲点の大きさＡ（°）を測定し、±Ａ／２（°）を基
準にする場合
（ｃ）　視野検査前の盲点位置決定時にサンプリングした位置の標準偏差より　ハズレ値
を基準とする場合（例えば、基準を±２αなど）
【００３５】
　　本発明によれば、視野検査全体に対して固視状態の良否が判定されるのではなく、表
示される個々の視標に関連付けて、視標毎に個別に固視状態の良否が判定される。つまり
、信頼性の高い測定ポイントと、信頼性の低い測定ポイントを区別できる。したがって、
固視状態の不良が判定されたとしても、その視標が呈示されたポイントにつき再検査等を
行えば良いので、従来のように検査全体を最初からやり直す場合に比べて被検者や検査者
の負担は軽くて済み、検査時間も短くて済み、検査効率が良くなるという効果がある。
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【００３６】
　　以下、図２に示す視標表示手段２の構成について簡単に説明する。
【００３７】
　　図中の符号２０は、被検者の視野中に視標Ａを呈示する視標呈示部を示し、符号２１
は、該視標Ａの表示位置を変更する表示位置変更部を示し、符号２２は、該視標Ａの輝度
を設定する輝度設定部を示す。
【００３８】
　　図示の視標呈示部２０は、視標を投影するための投影光学系２０Ａと、該投影光学系
２０Ａにより視標が投影される投影部材２０Ｂとにより構成されているが、被検者の視野
中に視標を呈示するものであればどのような構造でも良い。例えば、複数のＬＥＤを配置
しておいて、それを選択的に点灯させるようにしたものでも良い。また、図２に示す投影
部材２０Ｂは半球ドーム状の形状（視野ドーム）をしているが、もちろんこれに限られる
ものではなく、半球面以外の曲面を有する形状としても、或いは、平面を有する形状とし
ても良い。
【００３９】
　　また、図２に示すように、投影光学系２０Ａと投影部材２０Ｂとにより視標呈示部２
０を構成する場合には、表示位置変更部２１は、前記投影光学系２０Ａの構成要素（例え
ば、符号２１１，２１２に示すプロジェクター・ミラー）の位置を変更する駆動手段（不
図示）等により構成すると良い。これに対し、上述のように、複数のＬＥＤにより視標呈
示部を構成した場合には、いずれのＬＥＤを点灯させるかを表示位置変更部により制御す
るようにすると良い。なお、投影光学系及びＬＥＤのいずれを用いた場合においても、表
示位置の変更のための指示は、
・　検査する者が検査中にディスプレイを見ながらタッチペンやマウスやキーボード等を
用いて手動で行うようにしても、
・　予め作成されていたプログラムで自動的に行うようにしても、
どちらでも良い。
【００４０】
　　さらに、輝度設定部２２としては様々な構造のものが考えられるが、図２では、
・　回転自在に支持されると共に、減衰度の異なる複数のフィルターを有するターレット
２２１，２２２と、
・　該ターレット２２１，２２２の位置を変更するための駆動機構２２３
とにより輝度設定部２２が構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、本発明に係る視野計の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明に係る視野計に使用される視標表示手段の構成の一例を示す模式
図である。
【図３】図３(a) は、瞳孔の中心位置によって固視不良有り／無しの判定を行う様子を説
明するための模式図であり、図３(b) は、瞳孔の中心位置によって固視不良有り／固視不
良疑い有り／固視不良無しの判定を行う様子を説明するための模式図である。
【図４】図４は、モニター手段による表示の一例を示す模式図である。
【図５】図５は、眼球回転中心位置のキャリブレーションを説明するための模式図である
。
【図６】図６は、閾値検査において固視状態判定の対象を説明するための模式図である。
【図７】図７は、従来の視野計の構造の一例を示す模式図である。
【符号の説明】
【００４２】
　　１　　　　　　視野計
　　２　　　　　　視標表示手段
　　３　　　　　　操作手段
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　　４　　　　　　視野判定手段
　　５　　　　　　固視状態判定手段
　　６　　　　　　判定処理手段
　　７　　　　　　モニター手段
　　５１　　　　　固視状態検知部
　　５２　　　　　判定基準出力部
　　５３　　　　　比較判定部
　　５４　　　　　判定結果出力部
　　Ａ　　　　　　視標
 

【図１】 【図２】
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